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産 業 労 働 局 
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東京都及び（公財）東京都中小企業振興公社は、都内の中小企業者等が自社で開発した

高齢者向け製品等について販路開拓を促進するため、国内外の展示会等に出展等を行うため

の費用の一部を助成します。 

 

 

※１ 詳細は公社ホームページにて公開する「募集要項」をご確認ください。 

※２ 助成対象経費のうち、（４）販売促進費 のみでの申請はできません。 

対 象 者 
東京都内の本店又は支店で実質的な事業活動を引き続き１年以上行っている中小企業者（会

社及び個人事業主）、中小企業団体、特定非営利活動法人、一般財団法人、一般社団法人等 

助成対象商品 

自らが企画、自社製品として単独で販売する権利を有しており、以下の各分野に該当する自

社の製品・技術・サービスであること。 ※1 

（１）活躍の場づくり 

（２）移動支援 

（３）住まい 

（４）健康づくり 

（５）介護サービス支援 

（６）その他、高齢者・シニアをターゲットとした製品やサービス 

※活躍の場づくり：社会参加や趣味の充実等を支援し、高齢者の活躍を後押しする製品・サービス 

対 象 経 費 

（１） 展示会等参加費（国内・海外・オンラインのいずれも可） 

①出展小間料 ②資材費 ③輸送費 ④オンライン出展基本料 

（２）ECサイト出店初期登録料 

（３）自社 web サイト制作・改修費 

（４）販売促進費 ※２ 

①印刷物制作費 ②PR動画制作費 ③広告費 

助成限度額 １５０万円 

助 成 率 助成対象と認められる経費の３分の２以内 

助成対象期間 令和６年１１月１日から令和７年１１月３０日まで （最長１年１か月） 

審 査 方 法 
申請書類に基づき、資格審査及び書類審査(経理審査を含む)を行います。 

審査項目につきましては「募集要項」をご確認ください。 

 

 
令和６年度 

高齢者向け製品等の販路開拓を 
支援します！  

事 業 概 要

 令和６年度新規事業 



           

 

 

 

エ ン ト リ ー 令和６年６月２４日（月）から令和６年８月１９日（月）１７時まで 

申 請 期 間 令和６年７月２２日(月)１０時から令和６年８月１９日(月)１７時まで 

申 請 方 法 

１．エントリー 

申請には必ず事前エントリーが必要となります。エントリーは公社ホームページより行うこ

とができます。 

２．申請受付 

電子申請にて受け付けます。 

※国が提供する電子申請システム「J グランツ」により申請してください。 

※電子申請には、事前に「G ビズ ID プライムアカウント」の取得が必要です。 

公  社 

ホームページ 

募集要項や申請様式のダウンロード、エントリーは以下の URL から行うことができます。 

https://www.tokyo-kosha.or.jp/support/josei/jigyo/koureisya_hanrokaitaku.html 

 

 

 

申 請 方 法 等 

【問い合わせ先】 

◆ 制度全般に関すること 

   産業労働局商工部経営支援課 

   電話 ０３－５３２０－４８９０ 都庁内線 ３６－６２０ 

◆ 助成金に関すること 

   (公財)東京都中小企業振興公社助成課 

   電話 ０３－３２５１－７８９５ 

本件は、「『未来の東京』戦略」を推進する事業です 

戦略 12 稼ぐ東京・イノベーション戦略 


